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この「企画提案審査要領」は、岩手県盛岡広域振興局（以下「県」という。）が実施する「『総合

型地域スポーツクラブ基盤強化事業』に係る企画運営業務」（以下「本業務」という。）の受託候補

者を選定するために行う企画提案の審査について、必要な事項を定めるものである。 

 

１ 審査機関 

本業務に係る企画提案の審査は、別途設置する「総合型地域スポーツクラブ基盤強化事業企画提

案審査委員会（以下「委員会」という。）」において行うものとする。 

 

２ 審査方法及び県への報告等 

(１) 委員会は、企画コンペ参加者（以下「参加者」という。）から提出された企画提案書等につ

いて、「審査基準」に基づき審査するものとする。 

(２) 委員会の委員は、企画提案書等に基づき､個別の審査項目ごとに評価・採点を行う。 

(３) (２)の採点の合計に基づき、委員ごとに、上位３者まで順位点（１位－５点、２位－３点、

３位－１点）をつけ、それを委員会で合計した総得点により順位をつけて、県に報告するもの

とする。 

なお、総得点が同点の場合、高い順位の票を多く得た者を上位者とし、高い順位の票が同数

の場合には、委員会において合議の上、総合順位を決定するものとする。 

(４) 参加者が１者のみであった場合にも、委員会において企画提案書等に基づく審査を実施し、

委員の採点の合計60点以上を獲得していることを最低条件として、本業務を実施するにふさわ

しいか否かを評価し、県に報告するものとする。 

３ 審査結果の通知 

審査結果は、受託者の選定後、速やかに各参加者に文書で通知する。 
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審査基準 

１ 審査項目、審査の観点及び配点 

審査項目  審査の観点 配点 

（１）企画提案全体 【20】 

 
企画提案のトータルコ

ンセプト 

本業務の趣旨をよく理解して、仕様書に沿った提案内容と

なっているか。 
20 

（２）業務視点 【30】 

 ア 質の充実等 プログラムの質の充実を図る内容となっているか。 5 

 
イ クラブ運営 クラブの自立的かつ安定的な運営の促進を図る内容となっ

ているか。 
5 

 
ウ クラブの認知度向

上等 

クラブの自主的なＰＲ活動や会員獲得に向けた仕組みづく

りにつながる内容となっているか。 
10 

 

エ クラブ間のネット

ワーク形成 

クラブ間のネットワーク形成の促進を図る内容となってい

るか。 
5 

オ 関係機関との連携 市町のスポーツ振興担当、保健福祉担当等と連携した内容

となっているか。 
5 

（３）業務内容 【40】 

 
ア 多種多様なスポー

ツライフの普及 

多様性（多種目、多世代、多志向）がある体験型講習会と

なっているか。 
5 

 
イ 新規会員獲得に向

けたＰＲ活動 

一般の方がクラブに新規加入したいと感じる内容となって

いるか。 
5 

 

ウ 親子が一緒に楽し

めるプログラムの

作成 

プログラムの内容が、働く世代の親と子が参加してみたい

と感じる内容となっているか。 5 

 
エ 情報発信力を強化

する研修会 

各クラブが、ホームページやＳＮＳを通じた情報発信の必

要性を理解し、取組を誘引する内容となっているか。 
5 

 
オ 広報 クラブの認知度向上につながる効果的な提案内容となって

いるか。 
5 

 
カ 事業実施結果の検

証 

事業の参加者に対するアンケートの実施など、課題と改善

策が提案できる企画内容となっているか。 
5 

 
キ 自由提案 業務視点を踏まえた自由提案となっているか。 

10 

（４）業務遂行能力 【10】 

 

ア 事業従事者動員計

画及び同種事業受

託実績 

① 事業従事者動員計画は、本業務を遂行するのに妥当で

あるか。 
5 

② 過去５年間の主な同種事業受託実績は、本業務の的確

な遂行を期待させるものであるか。 

 イ 費用積算内訳書 
① 積算単価及び数量は妥当であるか。 

5 
② 提案内容との整合性があるか。 

 合 計 100 
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２ 採点基準 

評  価 配点が20点の項目 配点が10点の項目 配点が５点の項目 

非常に優れている 20 10 5 

優れている 16 8 4 

妥当である 12 6 3 

やや不十分である 8 4 2 

不十分である 4 2 1 

 


